
税のお知らせ

申告が必要な人
どのような申告が必要になるかの目安どのような申告が必要になるかの目安

収入なし、または障
害・遺族年金、失業
給付などの非課税所
得のみ

営業・農業などの事
業所得、不動産所
得、個人年金などそ
の他の雑収入

給与所得 公的年金

国保世帯主・国保
被保険者である、
または市内在住の
人の扶養親族では
ない

所得の合計額、ま
たは給与所得控除
後の金額が所得控
除の合計額を超え
る

年末調整済
みである

公的年金収
入の合計が
400万円以
下

公的年金以
外の収入が
ある

申告不要 市県民税
簡易申告

所得税等
確定申告

年末調整済みの給
与 1 箇所以外から
の収入がある

公的年金以外
の所得は
20万円以下

申告により源
泉徴収税額が
変更になる

青色申告
である

市県民税
申告 所得税等

確定申告

控除内容な
どの変更が
ある

申告不要

申告不要
市県民税

申告
市県民税

申告所得税等 確定申告

所得控除の
追加がある

所得税等が源泉徴
収されている

他の所得が20万円
を超える、または
他の給与所得が20
万円を超える

市県民税
申告

はいはい

いいえいいえ

はいはい はいはい はいはい

はいはい はいはい

はいはい はいはい

はいはい

はいはい

はいはい

はいはい

はいはい

はいはいはいはいはいはい

はいはいいいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえいいえいいえいいえいいえ

いいえいいえ
いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

電話申告可電話申告可

一部電話申告可一部電話申告可 一部電話申告可一部電話申告可

※�

所
得
控
除
の
追
加
が
あ
り
所
得
税
等
の
還
付
を
受
け
る
人
は
、
所
得
税
等
の

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
個
人
年
金
は
公
的
年
金
な
ど
に
含
ま
れ
な
い
た
め
申
告
が
必
要
で
す
。

※�

市
か
ら
支
給
さ
れ
た 

駆
除
奨
励
金
な
ど
は
事
業
収
入
、
ま
た
は
雑
収
入
と
し

て
申
告
が
必
要
で
す
。

※�

必
要
な
申
告
が
な
い
場
合
は
、
所
得
証
明
書
の
発
行
、
市
県
民
税
・
国
民
健

康
保
険
税
や
介
護
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
算
定
な
ど
に
影
響
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

※
電
話
で
市
県
民
税
の
申
告
を
さ

　
れ
る
人
は
７
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

　
だ
さ
い
。

税の税の申告準備はお早めに申告準備はお早めに
申告相談は２月16日（月）から３月16日（月）まで

市県民税・所得税の申告に関する相談会を行います。
（詳しい日程は広報たかはし12月号および市ウェブサイトに掲載しています）
※全会場事前予約優先 問税務課　☎21－0214

市で受付できない申告（以下の内容の申告は高梁税務署で行ってください）
　・分離課税所得の申告
　　（土地・建物・株式などの譲渡所得、株式などの配当所得、先物取引による雑所得など）
　・初めての住宅借入金特別控除　　　　　・初めての事業所得の申告
　・更正の請求、準確定申告、修正申告　　・雑損控除の申告　　　　　・その他複雑な申告

※�ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請した方について、医療費控除等の確定申告をする場合は特例が無効になるため、
寄付金控除を併せて確定申告する必要があります。

申告に必要なもの　　□準備ができたらチェック
□ �マイナンバーカード（お持ちでない場合はマイナンバー通知カードと運転免許証な
どの本人確認書類）　※申告者本人と被扶養者のマイナンバーカードが必要です。

□ 確定申告のお知らせ（税務署から送付されたはがきなど）
□ 給与・公的年金などの源泉徴収票（扶養親族分も持参）
□ 郵便局や保険会社などから送付される「支払調書」などの受取金額が分かるもの
　　※�個人年金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金は、掛金などを差し引いた

金額がそれぞれ雑所得および一時所得となりますので必ず申告してください。
□ 所得税が還付される場合は、申告者本人名義の金融機関と口座番号が分かるもの
□ �農業・営業などによる事業所得、不動産所得のある人は収支内訳書（領収書なども持参）
□ 医療費控除を受けようとする人は、支払金額と保険金などを集計した明細書
　　※�おむつ代の医療費控除は医師の証明が必要ですが、高齢者支援課で証明書の発行

ができる場合があります。事前に高齢者支援課（☎21-0299）へお問い合わせく
ださい。

□ 生命保険料、地震保険料、国民年金保険料、寄付金などの各種領収書・控除証明書
□ 障害者控除を受けようとする人は「障害者手帳」、または「障害者控除対象者認定書」
　　※�「障害者控除対象者認定書」は高齢者支援課で発行します。65歳以上で要介護認

定が要介護１～３の人が「障害者」、要介護４・５の人が「特別障害者」の対象
となります。事前に高齢者支援課（☎21-0299）へお問い合わせください。

　　※�医療費控除の明細書や事業の収支内訳書は、相談時に計算などの代行作成を行う
ことはできません。事前作成をされていない場合は再度お越しいただくことがあ
ります。

簡易な市県民税の申告は電話でできる場合があります
　下記の申告については、書類の確認を省略するため、会場にお越しいただくことなく電話で市
県民税の申告を受けることができる場合があります。該当すると思われる場合は税務課（☎21-
0214）へお電話ください。

個人住民税申告の電子化がスタート！
　e

エルタックス
LTAX から「マイナンバーカード」を利用して個人住民税に関する申告ができます。

　スマホやパソコンから eLTAX個人住民税電子申告システムに簡単アクセス！
　申告期限（３/16（月））までに申告してください。

電話受付期間・時間　１月14日（水）～2月13日（金）
� 午前８時30分～午後５時15分

収入に関する申告
○昨年収入がなかった人
○�昨年の収入が遺族年金や障
害者年金のみの人

所得控除に関する申告 ○寡婦・ひとり親控除の追加
○障がい者控除の追加

※所得税の確定申告は、電話では受付できません。
※�電話での聞き取りの結果、申告会場への来場をお願い

する場合があります。

スマホ申告スマホ申告
デスクのデスクの開設開設
スマートフォンでの確定申告スマートフォンでの確定申告
をお手伝いします。（予約不要）をお手伝いします。（予約不要）

開催日程（受付は14：30まで）
2月9日（月）、10日（火）高梁市図書館2月9日（月）、10日（火）高梁市図書館
� 10：00～16：00� 10：00～16：00
2月27日（金）イズミゆめタウン高梁店    2月27日（金）イズミゆめタウン高梁店    
� 10：00～16：00� 10：00～16：00
3月10日（火）ポルカ天満屋ハピータウン3月10日（火）ポルカ天満屋ハピータウン
� 10：00～16：00 � 10：00～16：00 
スマートフォン・マイナンバーカード・申告資スマートフォン・マイナンバーカード・申告資
料をお持ちください。料をお持ちください。
※�申告書の送信には２種類（数字４桁・英数字※�申告書の送信には２種類（数字４桁・英数字

６～16文字）のパスワードが必要です。６～16文字）のパスワードが必要です。

高梁市の市外局番は「0866」です 6令和８年（2026）１月7 令和８年（2026）１月




